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令 和 ６ 年 １ ０ 月 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 議 会 定 例 会 会 議 録  

                                 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ８ 日 （ 火 ） 開 会 

１ ． 議   事   日   程  

  第  １ ． 議 席 の 指 定  

  第  ２ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  第  ３ ． 会 期 の 決 定  

  第  ４ ． 議 第 ４ 号 か ら 議 第 ９ 号 ま で  

      【 令 和 ５ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

       他 ５ 件 】  

 

１ ． 会 議 に 付 議 し た 事 件  

  日 程 第  １ ． 議 席 の 指 定  

  日 程 第  ２ ． 会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

  日 程 第  ３ ． 会 期 の 決 定  

  日 程 第  ４ ． 議 第 ４ 号 か ら 議 第 ９ 号 ま で  

        【 令 和 ５ 年 度 草 津 栗 東 行 政 事 務 組 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出

決 算  他 ５ 件 】  

 

１ ． 会 議 に 出 席 し た 議 員 （ ６ 名 ）  

   １ 番  福  田  茂  雄      ２ 番  横  江  政  則  

   ３ 番  小  野  元  嗣      ４ 番  青  木  千  尋  

   ５ 番  上  田  忠  博      ６ 番  田  村  隆  光  

１ ． 会 議 に 欠 席 し た 議 員  

    な     し  
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１ ． 会 議 に 出 席 し た 説 明 員  

   管 理 者   橋   川      渉  

   副 管 理 者    竹   村      健  

   監 査 委 員   井  之  口   秀   行  

   事 務 局 長   鵜   飼   保   彦  

   事 務 局 総 括    吉   水   信   宏  

１ ． 議 場 に 出 席 し た 事 務 局 職 員  

   書 記   鈴   木   孝   宏  

   書 記   片   岡   和   也  

   書 記   浦   野   紗   也   花  
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開会 午後１時４５分 

○議長（上田 忠博） 

  定刻となりました。ただいまから、令和６

年１０月草津栗東行政事務組合議会定例会を

開催いたします。 

  まず、草津市議会選出の井上薫議員、西村

隆行議員より、９月３０日に辞職願が提出さ

れました。議会の閉会中であったため、議長

により、これを許可しております。このこと

に伴い、現在、議会役員の一部が欠員となっ

ておりますことを御報告申し上げます。 

  ただいまの出席議員は６名であります。定

足数に達しております。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより日程に入ります。 

～日程第１．議席の指名～ 

○議長（上田 忠博） 

  日程第１、議席の指名を行います。 

  草津栗東行政事務組合議会会議規則第４条

の規定により、指定いたします。議席は、お

手元に配付しております「議席番号・議席配

置表」のとおりでございます。 

～日程第２．会議録署名議員の指名～ 

○議長（上田 忠博） 

  日程第２、会議録署名議員の指名を行いま

す。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規

定により、 

           ３番 小野 元嗣議員 

           ４番 青木 千尋議員 

  を指名いたします。 

～日程第３．会期の決定～ 

○議長（上田 忠博） 

  日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りをいたします。 

  本定例会の会期は、本日１日間といたした

いと思いますが、これに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田 忠博） 

  異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、本日１日間と決定いた

しました。 

～日程第４．議第４号から議第９号まで～ 

○議長（上田 忠博） 

  日程第４、議第４号 令和５年度草津栗東

行政事務組合一般会計歳入歳出決算から議第

９号 監査委員の選任につき同意を求めるこ

とについてまでの議案６件を上程し、一括議

題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  本日１０月定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位には御出席を賜り、ありがとう

ございます。 

  ただいま上程をいただきました議第４号か

ら議第９号までの各議案につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

  議第４号は、令和５年度一般会計の決算で
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ございまして、地方自治法第２３３条第３項

の規定に基づき、議会の認定に付するもので

ございます。 

  一般会計の歳入総額は１億２，５６９万２，

６５２円、歳出総額も同額の１億２，５６９

万２，６５２円となり、歳入歳出差引額は０

円となりますことから、実質収支額は０円と

なったところでございます。 

  議第５号は、令和６年度の一般会計の補正

予算でございまして、令和１０年３月供用開

始予定である草津栗東行政事務組合火葬場に

関して、ＰＦＩ方式による事業者選定のため

の入札公告を行うにあたり、施設の整備およ

び整備後の運営に係る所要額について、債務

負担行為限度額を設定するものでございます。 

  議第６号は、草津栗東行政事務組合火葬場

の設置および管理に関する条例案でございま

す。 

  公の施設の設置およびその管理に関する事

項は、条例で定めなければならないことから、

火葬場の名称および位置等について定めるも

のでございます。また、法人、その他の団体

を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせ

るには条例で定めなければならないことから、

指定管理者が行う管理の基準および業務の範

囲、その他必要な事項を定めるものでござい

ます。 

  議第７号は、草津栗東行政事務組合公の施

設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例案でございます。 

  法人、その他の団体を指定管理者とし、公

の施設の管理を行わせるには、条例で定めな

ければならないことから、指定管理者の募集

方法や指定の手続等を定めるものでございま

す。 

  議第８号は、草津栗東行政事務組合重要な

公の施設に関する条例案でございます。 

  住民の施設を利用する権限が制限されない

よう、草津市営火葬場と同様に、火葬場を重

要な公の施設とすべく、条例を定めるもので

ございます。 

  議第９号は、監査委員の選任につき同意を

求めることについてでございます。 

  草津栗東行政事務組合監査委員に、議員の

うちから横江政則氏を選任するにあたりまし

て、議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の

説明とさせていただきます。 

  何とぞ、よろしく御審議をいただき、適正

なる議決を賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

○議長（上田 忠博） 

  以上で、提案者の説明は終わりました。 

  次に、議第４号の議案については、決算認

定でありますので、監査委員より決算審査の

報告を求めます。 

  井之口監査委員。 

○監査委員（井之口 秀行）登壇 

  それでは、ただいま上程されました議第４

号の令和５年度草津栗東行政事務組合一般会
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計歳入歳出決算について、草津栗東行政事務

組合監査委員監査基準に基づいて審査した結

果を御報告申し上げます。 

  令和５年度の一般会計決算額は、歳入１億

２，５６９万２，６５２円、歳出１億２，５

６９万２，６５２円、歳入歳出差引額は０円

であります。歳入歳出差引額が０円であるこ

とから、翌年度繰越額、実質収支額ともに０

円となっております。 

  一般会計の歳入決算は、予算現額１億３，

３５６万８，０００円、調定額１億２，５６

９万２，６５２円、収入済額１億２，５６９

万２，６５２円となっております。また、不

納欠損額０円となっています。 

  一般会計の歳出決算は、支出済額１億２，

５６９万２，６５２円、翌年度繰越額０円で、

不用額７８７万５，３４８円となり、執行率

は９４.１０％となっています。 

  当該歳入歳出決算と、その附属書類の計数

は、関係諸帳簿および証拠書類といずれも符

合し、正確であり、令和５年度の予算執行に

関しては、おおむね適正に執行されていると

認めました。 

  次に、審査の結果に対し、意見を申し上げ

ます。 

  我が国の景気の先行きについては、雇用・

所得環境が改善する下で、各種政策の効果も

あって、緩やかな回復が続くことが期待され

る中、構成市では原油価格・物価高騰などの

影響に加え、社会保障関係経費である扶助費

等の伸びにより、引き続き、非常に厳しい財

政運営が予測されます。当組合においても、

構成市の現下の財政状況を十分認識した上で、

経済性、効率性、有効性の観点を持ち、事業

推進に取り組まれるよう期待するものであり

ます。 

  また、執行率が低い予算科目については、

これまでの実績を考慮し、事業の精査を十分

に行い、今後も適切な予算措置に努められた

いと思います。 

  終わりに、整備事業の執行については、増

加する火葬需要への対応のため、施設の供用

開始時期が遅れないよう、今後も工程管理等

を的確に行い、着実な進捗に努められるよう

お願いするものであります。 

  以上、令和５年度草津栗東行政事務組合一

般会計決算審査の報告ならびに意見とさせて

いただきます。 

○議長（上田 忠博） 

  これより質疑を行います。 

  なお、ただいまのところ通告はございませ

ん。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田 忠博） 

  質疑なしと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  次に、討論を行います。 

  ただいまのところの通告はございません。 

  討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田 忠博） 

  討論なしと認めます。 

  よって、討論を終結いたします。 

  それでは、ただいま議題となっております

議第４号から議第８号までの５議案を、起立

により、順次、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第４号 令和５年度草津栗東行政事務組

合一般会計歳入歳出決算について、認定すべ

きものとされる方の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第４号議案は、原案のとおり認

定されました。 

  次に、議第５号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第５号 令和６年度草津栗東行政事務組

合一般会計補正予算（第１号）について、原

案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第５号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第６号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第６号 草津栗東行政事務組合火葬場の

設置および管理に関する条例案について、原

案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第６号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第７号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第７号 草津栗東行政事務組合公の施設

に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例案について、原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 

  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第７号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第８号議案を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第８号 草津栗東行政事務組合重要な公

の施設に関する条例案について、原案のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 
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  御着席ください。 

  起立全員と認めます。 

  よって、議第８号議案は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、議第９号について、地方自治法第１

１７条の規定により、２番 横江政則議員の

退場を求めます。 

〔横江議員 退場〕 

○議長（上田 忠博） 

  それでは、これより議第９号議案を採決い

たします。 

  お諮りいたします。 

  議第９号 監査委員の選任につき同意を求

めることについて、原案のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（上田 忠博） 

  御着席ください。 

  起立全員であります。 

  よって、議第９号議案は、原案のとおり同

意することに決しました。 

  横江政則議員の入場を求めます。 

〔横江議員 着席〕 

○議長（上田 忠博） 

  ２番 横江政則議員にお伝えいたします。 

  議第９号議案につきましては、原案のとお

り同意することに決しましたので、御報告い

たします。 

  以上で、本日の定例会に付議されました案

件は、全て議了されたものと認めます。 

  この際、管理者より発言の申出があります

ので、これを許します。 

  橋川管理者。 

○管理者（橋川 渉）登壇 

  ただいま議長から発言のお許しをいただき

ましたので、今定例会の閉会にあたり、一言、

御挨拶を申し上げます。 

  先ほど提案申し上げました議第４号から議

第９号までの６議案につきまして、原案どお

りの議決を賜り、ありがとうございました。

令和５年度の決算認定について、審議の過程

で賜りました御意見につきましては、今後の

事業遂行に生かしていくとともに、引き続き、

事業の着実な遂行に努めてまいる所存でござ

います。 

  議員の皆様には、火葬場整備・運営事業な

らびに組合の運営が円滑に進むよう、引き続

き、御指導、お力添えのほどをよろしくお願

い申し上げまして、簡単ではございますが、

閉会の挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（上田 忠博） 

  以上、これをもちまして令和６年１０月草

津栗東行政事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

  お疲れ様でした。 

閉会 午後２時０２分 
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草津栗東行政事務組合議会会議規則第８１

条の規定により、下記に署名する。 

 

令和６年１０月８日 

 

草津栗東行政事務組合議会議長  上 田 忠 博 

 

署 名 議 員  小 野 元 嗣 

 

署 名 議 員  青 木 千 尋 


